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公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（公共工事）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公益法人の場合

通
番

公共工事の名称、場所、
期間、種別

契約担当者等の氏名並びに
その所属する部局の名称及

び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

一般競争入札・指名競争入札の別
（総合評価の実施）

 予定価格
（円）

 契約金額
（円）

落札
率
(%)

備　考

様式２－１

該 当 調 達 案 件 な し

        ※公益法人の区分において、「公財」は「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。
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落札
率
(%)

公益法人の場合再就職
の役員
の数
(人)

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

通
番

公共工事の名称、場所、
期間、種別

契約担当者等の氏名並びに
その所属する部局の名称及

び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

備　考
一般競争入札・指名競争入札の別

（総合評価の実施）
 予定価格

（円）
 契約金額

（円）

様式２－２

該 当 調 達 案 件 な し

        ※公益法人の区分において、「公財」は「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。



公益法
人の区

分

国所管・都
道府県所
管の区分

応札・応
募者数
（人）

1
平成27年度雇用改善促進事業
（啓発実践コース）【介護分野】

支出負担行為担当官
沖縄労働局総務部長
後藤　稔
那覇市おもろまち２－１－１

平成27年5月1日

公益財団法人介護労働安定セン
ター　沖縄支部
那覇市前島3-25-5とまりんアネッ
クスビル1階

一般競争入札
(総合評価落札方式）

7,405,759 7,167,499 96.8% 公財 国所管 1

2
平成27年度那覇・沖縄･名護公共
職業安定所自動車賃貸借契約

支出負担行為担当官
沖縄労働局総務部長
後藤　稔
那覇市おもろまち２－１－１

平成27年5月20日
株式会社　日産レンタリース沖縄
那覇市久茂地2-15-12

一般競争入札 4,642,220 3,594,205 77.4%

備　考
一般競争入札・指名競争入札の別

（総合評価の実施）
契約を締結した日

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

通
番

物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びに
その所属する部局の名称及

び所在地

 予定価格
（円）

 契約金額
（円）

落札
率
(%)

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

公益法人の場合

様式２－３

        ※公益法人の区分において、「公財」は「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。 



公益法
人の区

分

国所管・
都道府県
所管の区

分

応札・応
募者数
（人）
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8

備　考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

通
番

物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びに
その所属する部局の名称及

び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

一般競争入札・指名競争入札の別
（総合評価の実施）

 予定価格
（円）

 契約金額
（円）

落札
率
(%)

再就職
の役員
の数
(人)

公益法人の場合

様式２－４

該 当 調 達 案 件 な し

        ※公益法人の区分において、「公財」は「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。


